
申請の流れについて

※補助金額を超えた分はご自身で負担していただきます。

従業員婦人科検診補助申請制度について

●受診日に大同健保被保険者の資格がないと申請できません。
●保険診療である・選択した指定医療機関で希望する検査を
全て実施している場合は対象外です。

●乳がん検診で視触診の受診についての補助はありません。

希望する
医療機関
を
決める

希望の受診日を
予約して受診。
検査料金は個人で
お支払い

検診補助申請書に必
要事項を記入、領収
証添付して事業所へ
提出

対 象 検 査 項 目
と 補 助 金 額 に
つ い て は ⇒

対象検査項目 補助金額

子宮頸がん検診 3,000円

超音波（エコー） 4,000円

マンモグラフィー 4,500円

超音波＋マンモ 8,000円

大同健保より事業
所：補助金額
（上限あり）
を支払い

（申請書受理から
２～3ヶ月）

※結果は封入等し
て申請書に
添付も可

検診結果は
大同健保に

送付

事業所から個人
へ支払



◆ 必ず原本でお願いします。（コピー不可）
◆ 領収証に医療機関の印をもらってください。
◆ 受診される方の氏名、受診日、各検査項目と、

それぞれの金額の記載が必要です。
◆ 鉛筆・消えるボールペンで書かれたものやご自身などで

加筆されたもの、金額のみ記載のもの、
レシートタイプのものは
正式な領収証と認められません。

◆ 領収証が入手できない場合
医療機関に申請書の受診項目申請欄に○をつけてもらい
医療機関名と印をもらってください。
（申請書の記入例をご覧ください）

領収証に
ついての
お願い

申請期間に
ついて 2021年4月から

2022年4月15日まで
一人につき年一回の申請です

（複数の医療機関で受診した場合はまとめて申請してください）


